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海浜エリアにおける二次交通導入実証業務 仕様書 

 

１ 業務名 

  海浜エリアにおける二次交通導入実証業務 

 

２ 委託期間 

  契約締結日から令和８年12月25日(金)まで 

 

３ 目的 

  本市では令和5年度に、概ね仙台東部道路から東側、宮城野区の仙台塩釜港から若林区藤塚

及び名取市閖上を含むエリアを「海浜エリア」と位置づけ、このエリアで活動する多様な主体

の活動をつなぎ、発展させることによって、この地域の魅力を相乗的に高め、広く発信してい

くことを目的とした「海浜エリア活性化ビジョン」を策定した。 

  海浜エリアは東日本大震災により甚大な被害を受けたが、ハード面での復旧・復興が進み、

現在では仙台港周辺の集客施設や防災集団移転跡地利活用事業により運営される施設などを中

心として、新たな人の流れが生まれつつある。 

  しかし、エリア内に立地する施設間を結ぶ公共交通手段が整備されておらず、各地区の賑わ

いの程度にもばらつきが生じていることから、海浜エリアを回遊性の高い面的に賑わう地域と

していくためには、利便性が高く、乗ること自体がエリアへの来訪目的となるような移動手段

の導入を検討していく必要がある。 

  本業務は、エリア内に立地する施設等をめぐる乗り合いの小型車両を運行することにより、

利用需要を把握するとともに、運行上の課題や来訪者の増加に資する乗車ニーズ等を洗い出

し、サービスとしての実装に向けた事業継続の可能性等について検証することを目的とする。 

 

４ 業務概要 

  委託者（仙台市）が指定する施設等を周遊する定時定路線の乗合小型車両を運行する。ま

た、このために必要となる業務を行う。 

（１）運行期間 

  令和８年10月10日㈯、11日㈰、12日㈪、17日㈯、18日㈰ 計５日間 

（２）運行時間 

  各日９時～17時（うち、休憩１時間） 

（３）運行系統 

 「仙台港周辺エリア」「蒲生なかのエリア」及び「荒浜エリア」の３系統 

（４）使用車両 

グリーンスローモビリティ １台（発注者より貸与） 

（５）運賃 

  無料 
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（６）目標利用者数 

  ・延べ乗車人数 500人 

 

（７）メインターゲット 

 ・仙台市内及び宮城県内在住の若年層及び小学生または中学生のいるファミリー層 

 

（８）停車施設等 

  ①仙台港周辺エリア 

   Ⓐ仙台うみの杜水族館、Ⓑ中野中央公園 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②蒲生なかのエリア 

  Ⓒ西原公園、Ⓓ蒲生なかの郷愁館、Ⓔ蒲生日和山 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ⓐ 

Ⓑ 

Ⓒ 
Ⓓ 

Ⓔ 
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③荒浜エリア 

  Ⓕ震災遺構仙台市立荒浜小学校、ⒼJRフルーツパーク仙台あらはま 

ⒽGarden Kitchen海と風、Ⓘ深沼うみのひろば、Ⓙ海岸公園センターハウス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 委託業務の内容 

（１）事業計画の策定等 

  ・運行経路、運行ダイヤ、乗客の乗降地点、案内看板の設置、乗務員・警備員・停留所案内

員の手配・配置、グリーンスローモビリティの後続車両の渋滞抑制対策、従事者等の勤務

体制、現地における事業の周知及び事前の広報等、小型車両の運行のため必要となる事業

計画を策定すること。また、計画策定のため必要となる関係機関等との協議や現地調査等

を行うこと。 

  ・業務マニュアルを作成すること。 

 

（２）使用車両 

・仙台市から貸与する以下の車両を使用すること。 

   メーカー：株式会社タジマモーターコーポレーション 

車種  ：TAJIMA NAO-6J（8人乗り仕様） １台（予定） 

全長 4050mm、全幅 1500mm、全高 2300mm 

・運行エリア間をグリーンスローモビリティの自走により移動することは不可とする。受

注者で車両の輸送を手配すること。 

 

（３）乗車意欲の喚起に向けた取り組みの実施 

・乗車意欲を喚起することを目的として、海浜エリア（特に、今般運行する各系統が属する

地区）の特性を踏まえたテーマを設定すること。なお、ターゲット層への訴求を図ること

を目的として、キャラクターや著名人等とのタイアップを実施することも可能とする。 

・タイアップを行う場合の相手方は、発注者と協議のうえ最終的な決定を行うこと。 

・上記の実施に際して費用が発生する場合は、本契約金額に含むものとする。 

Ⓕ 

Ⓖ 

Ⓗ 

Ⓙ 

 
Ⓘ 
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（４）車両の装飾 

・使用車両に対し、事業名・ロゴやタイアップキャラクター等に関するラッピングの施工ま

たはマグネットシートの貼り付けを行うこと。デザインは発注者と協議の上決定するもの

とする。 

・車両後部に低速走行中である旨を後続車両等に対して注意喚起する文言を記載した表示板

の掲示またはマグネットシートの貼り付けを行うこと。 

 記載例：グリーンスローモビリティ実証運行中・低速走行 

・ラッピングを施工した場合、運行期間の終了後に剥離を行うこと。 

 

（５）案内看板・停留所標識の製作・設置 

 ①案内看板 

・グリーンスローモビリティの運行経路において、低速車両の走行に係る注意喚起を図る

ことを目的とした立て看板を製作、設置する。 

 記載例：低速車両実証運行中 

   ・設置にあたり、荒天時に転倒・移動することが無いよう、固定・ウエイトの設置等の対

策を講じること。 

   ・製作・設置数は、「仙台港周辺エリア」「荒浜エリア」各15枚、「蒲生なかのエリア」

10枚程度とする。 

   ・運行期間の終了後、看板の撤去及び道路面等の原状復旧を行うこと。 

 

  ②停留所標識 

   ・車両の停留所であることを示す標識を製作し、各停車施設等に設置すること。 

   ・運行期間の終了後、標識の撤去及び道路面等の原状復旧を行うこと。 

 

（６）誘導員の配置 

   ・グリーンスローモビリティの運行上の安全確保を目的として、運行期間及び習熟運転日

に、運行経路の交差点等に誘導員を配置し、対向車の抑止や追突防止に向けた注意喚起等

を行うこと。 

    ・配置ポストについて、「仙台港周辺エリア」は３ポスト以上、「蒲生なかのエリア」は４

ポスト以上、「荒浜エリア」は２ポスト以上とする。 

 

 （７）停留所案内員の設置 

   ・当日の運営円滑化を目的として、多くの利用が見込まれる停留所に、停留所案内員を配置

し、利用者に対し、事業の説明、乗車予約の受付、利用勧奨等を行うこと。 

    ・配置ポストについて、「仙台港周辺エリア」は２ポスト以上、「蒲生なかのエリア」は２

ポスト以上、「荒浜エリア」は１ポスト以上とする。 
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（８）車両の運行 

・運行期間中における車両の運行を行う。 

・運行時間は前述のとおり。 

・乗務員を手配すること。また、乗務員は第二種運転免許保有者とすること。 

・運行期間に先立ち、走行ルートにおいて習熟運転を実施する等、必要な準備を行うこと。 

・安全運行に万全を期すとともに、一般旅客自動車運送事業者が課せられる責務と同等以上

の対策を講じ、その内容について委託者に報告すること。 

・乗務員は、始業前に点呼（疾病、疲労、飲酒の有無等）を受けること。 

・担当乗務員により対応に差が出ることがないようにすること。 

・運行に支障が無い範囲で必要に応じ、乗客の介助等の配慮を行うこと。 

・利用者への情報提供を分かりやすく正確に行うこと。 

・停留所ごとの利用者数を所定の様式に記録し、定期的に委託者へ報告すること。 

・乗務員は車両の提供者より講習を受け、操作方法等について熟知すること。 

・グリーンスローモビリティの運行中、後続車両が滞留してきた際は車両を路肩に停車さ

せ、追い越しを促すなど、自車の安全を確保したうえで柔軟な対応をとること。 

 

（９）車両の管理 

・法令に基づく車両の検査、日常的な点検・整備、清掃等、必要となる維持管理を行う。 

・グリーンスローモビリティの管理・保管は委託者が指定する場所で実施することとして、

各日の運行終了後に保管場所に格納すること。また、委託者が指定する方法で充電を行う

こと。なお、充電に係る実費相当分を、受託者より充電先施設に支払うこととし、経費見

積額に含むものとする。 

 

（10）アンケート調査の実施 

・利用者アンケートを実施するとともに、実証運行の効果等の分析・検証や、利用者の属

性・動態等の調査を行う。 

・有効回答数150票以上を目標とすること。 

  ・質問項目については、委託者と協議の上で決定すること。 

 

（11）広報 

・本業務の実施に関する広報を展開すること。なお、広報期間は概ね令和８年９月７日

（月）から運行終了日までとする。 

  ・想定する広報手段は以下のとおり。 

  ①チラシ 

   ・サイズ：Ａ４ 

・色 数：４Ｃ×４Ｃ 

   ・用 紙：コート紙 四六判 90kg 

   ・部 数：10,000部 

   ・納品先：80カ所 

    ※ＤＴＰデータの制作含む 
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  ②ポスター 

   ・サイズ：Ｂ２ 

・色 数：４Ｃ×０Ｃ 

   ・用 紙：コート紙 四六判 135kg 

   ・部 数：100部 

   ・納品先：80カ所 

    ※ＤＴＰデータの制作含む 

 

  ③仙台市地下鉄イベントボードへの広告掲出 

   ・仙台市地下鉄南北線・東西線のイベントボードにポスターを掲出すること。 

   ・掲出期間は4週間とする。 

   

 ④広報素材の作成・提供 

・発注者が運営するウェブサイト「せんだい海浜エリアナビ ぐるっと、海手」内に発注

者がイベントページを製作し、事業を周知することを想定している。これを踏まえ、イベ

ントページの製作に係るキービジュアル等の広報素材を作成・提供すること。 

〇「せんだい海浜エリアナビ ぐるっと、海手」（仙台市） 

（https://gurutto-uminote.com/） 

 

  ⑤運行当日の事業周知 

   ・運行日当日に施設等を訪れる利用者に本事業を周知することを目的に、事業の内容や乗

り場を案内する看板の設置等を行うこと。 

 

（12）事故、災害発生時等の対応 

・交通事故等のトラブル発生時は、業務受託者（乗務員及び営業所職員等）が迅速かつ的確

な対応をとり、状況を随時委託者に報告すること。併せて、交通事故発生時には速やかに

宮城県警察に通報すること。 

・必要に応じてイベント保険等に加入すること。その他、事故等への備えに万全を期すこ

と。 

・台風等の荒天や災害、その他やむを得ない事由が発生、又は発生の恐れがあるとき、委託 

者と速やかに運行に関する協議を行い、必要な対応をとること。 

 

（13）損害賠償 

・本業務の履行に際し、受託者の責めに帰すべき事由によって、乗客、委託者及び第三者に

損害を与え、または権利の侵害を引き起こした場合は、損害賠償等について、受託者の責

任において処理すること。受託者が複数の事業者等により構成される場合においては、責

任主体をあらかじめ明確に定めるとともに、書面をもって委託者に報告すること。 

 

 

https://gurutto-uminote.com/
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６ 打ち合わせ 

本業務の進捗状況や課題等の共有を行うため、委託者と本業務に関する打ち合わせを概ね１

週間に１回の頻度で実施する。 

 

７ 報告書等作成 

（１）委託業務成果報告書 １部（CD-R、DVD-R等の電子記録媒体により納品するものとする） 

（２）広報資材一式（チラシ・ポスター・ロゴの電子データ及びランディングページ制作に使用

した素材データを含む） 

（３）その他関係資料 一式 

 

８ 契約に関する条件等 

（１）著作権に関する事項 

受託者は、成果物に係る著作権法第21条から第28条までに定める権利について、成果物の

引渡し時に委託者に無償で譲渡するものとする。 

   また、本業務のために撮影した写真、イラスト等の著作物について、著作者人格権を主張

しないものとする。 

   受託者及び委託者以外が著作権を有する写真・イラスト・地図等を使用する場合は、あら

かじめ著作権を有する者へ使用及び加工の許可等について書面で確認を行うことを原則とす

る。 

 

（２）機密の保持 

   受託者は、本業務（再委託をした場合を含む。）を通じて知り得た情報を機密情報として

扱い、契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。また、本業務に関して

知り得た情報の漏えい、滅失、き損の防止、その他適正な管理のために必要な措置を講じな

ければならない。契約終了後もまた同様とする。 

 

（３）個人情報の保護 

   受託者は、本業務に関して取扱う個人情報について、事前に委託者の了解を得た場合を除

き、原則として、複写、複製しない。また、本業務に関連する個人情報は、使用後速やかに

処分する。 

 

（４）業務内容の軽微な変更 

   本業務の実施にあたり、作業に重大な影響のない軽微な変更は委託者の指示により行うも

のとし、この場合における契約金額は変更しないものとする。 

 

（５）許認可手続き 

   本業務の実施に必要な各種法令や条例に基づいた各許認可の手続きについては、原則とし

て受託者が代行して行うものとする。また、各許認可手続きに必要となる手数料等の経費に

ついては、経費見積額に含むものとする。 
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（６）社会情勢の変化への対応 

   社会情勢に変化があった場合は、委託者と協議の上、実施内容や実施手法、事業規模等を

変更することとする。その場合は、契約金額の範囲内で対応するものとする。 

 

９ その他 

（１）受託者は、本業務の履行に際して関連法令等を遵守しなければならない。 

 

（２）本業務にあたり取得した備品等については、契約終了時に使用価値及び残存価値を有する

場合、委託者が所有権を放棄する場合を除き、委託者に所有権が帰属するものとする。 

 

（３）仕様書に明示のない事項または疑義が生じた場合は、委託者と受託者で協議の上決定する。 

 


